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四
国
開
催
 

　
四
国
四
県
で
「
88
ク
リ
ー
ン
ウ

ォ
ー
ク
四
国
」
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

早
朝
１
時
間
程
度
の
希
望
の
コ
ー

ス
を
歩
き
な
が
ら
清
掃
し
、
み
ん

な
で
道
路
を
快
適
に
利
用
し
て
い

こ
う
と
い
う
も
の
で
す
。 

日
時
　
８
月
８
日（
月
） 

　
　
　
午
前
６
時
〜
１
時
間
程
度 

コ
ー
ス 

　
【
自
由
コ
ー
ス
】 

あ
な
た
の
近
く
の
道
を
早
朝

３
㎞
ほ
ど
歩
き
な
が
ら
清
掃 

　
【
モ
デ
ル
コ
ー
ス
】 

①
　
に
ぎ
わ
い
コ
ー
ス 

　
松
山
中
央
公
園
・
愛
媛
県

武
道
館
前 

②
　
道
の
駅
コ
ー
ス 

　
四
国
内
の
「
道
の
駅
」
周

辺
道
路 

③
　
小
中
学
校
コ
ー
ス 

　
参
加
校
が
決
め
る
コ
ー
ス 

　
（
学
校
単
位
で
の
参
加
申

込
み
と
な
り
ま
す
。） 

そ
の
他 

　
清
掃
用
具
は
各
自
で
用
意
。
自

由
コ
ー
ス
の
ご
み
処
理
は
、
各
自

で
お
願
い
し
ま
す
。 

申
込
方
法 

　
ハ
ガ
キ
又
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
か
Ｅ
メ
ー

ル
で
、
郵
便
番
号
、
住
所
、
氏
名
、

電
話
番
号
、
自
由
コ
ー
ス（
道
路

名
又
は
住
所
）、
モ
デ
ル
コ
ー
ス 

（
コ
ー
ス
名
と
集
合
場
所
）を
明
記

し
、
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。 

締
切
　
７
月
25
日（
月
）
必
着 

申
込
み
・
問
い
合
わ
せ 

　
〒
７
６
０
―
８
５
５
４ 

　
高
松
市
福
岡
町
４
丁
目
26
―
32 

　
「
88
ク
リ
ー
ン
ウ
ォ
ー
ク
四
国
」 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
事
務
局 

　
・
Ｆ
Ａ
Ｘ 

　
０
８
７
―
８
２
１
―
３
５
１
０ 

Ｅ
メ
ー
ル
　 

88w
alk@

skr.m
ilt.go.jp

 

　
松
前
町
で
は
、
「
松
前
町
女
性

の
集
い
」
と
「
フ
レ
ッ
シ
ュ
・
リ

ブ
ま
さ
き
」
の
２
グ
ル
ー
プ
が
、

そ
れ
ぞ
れ
男
女
共
同
参
画
社
会
の

実
現
を
め
ざ
し
て
積
極
的
な
活
動

を
行
っ
て
い
ま
す
。 

　
今
年
度
、
男
女
共
同
参
画
係
が

社
会
教
育
課
に
移
管
さ
れ
た
こ
と

に
伴
い
、
目
的
を
同
じ
く
す
る
こ

の
２
つ
の
団
体
を
統
合
し
て
さ
ら

に
充
実
、
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と

が
望
ま
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
で
「
フ
レ
ッ
シ
ュ
・
リ
ブ

ま
さ
き
」
と
し
て
活
動
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。 

　
今
後
は
、
男
性
の
参
加
も
促
進

し
て
い
き
、
男
女
が
共
に
集
っ
て

男
女
共
同
参
画
社
会
づ
く
り
を
め

ざ
し
ま
す
。
活
動
に
参
加
ご
希
望

の
グ
ル
ー
プ
の
方
は
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。 

問
い
合
わ
せ 

　
松
前
町
教
育
委
員
会 

社
会
教
育
課
男
女
共
同
参
画
係 

　
　
　
　
　
９
８
５
―
４
１
３
５ 

「
松
前
町
女
性
の
集
い
」
と
 

「
フ
レ
ッ
シ
ュ
・
リ
ブ
ま
さ
き
」
 

　
　
　
　
　
　
　
を
統
合
!!
 

お
知
ら
せ 

●キャッチセールスとは 

　街中で、「アンケートにご協力ください」「少しの時
間いいですか」などと声をかけ、商品の販売目的を隠し
て消費者に近づき、営業所や喫茶店などで商品の契約を
させるものです。特に、被害にあうことが多いのは若者
です。 
●相談の多い商品・サービス 

　化粧品、エステティックサービス、健康食品、英会話
教室、各種会員権など 
●予防と対策 

・見知らぬ人に話し掛けられても相手にしない。 
・話を聞いても、あいまいに返事せず、不要と思えば
きっぱりと断る。 

・販売目的を告げず誘引して、「公衆の出入りする場
所以外の場所」で勧誘する行為は特定商取引法で禁
止されているが、それをもって消費者が契約を取り
消せるわけではないので、契約の際には本当に必要
なものかよく考える。 

・契約後８日以内であれば、クーリング・オフ（無条
件解約）ができます。 

【消費生活に関する相談窓口】 

　　役場産業課商工水産係　　　985－4120 
　　松山地方局くらしの窓口　　946－3700

名　　称　義農公園コミュニティプール 
場　　所　義農公園内 
使用期間　７月１日（金）～８月31日（水） 
　　　　　ただし、８月15日と16日はお休みです。 
使用時間　10時から17時まで 
次のことを必ず守ってください。 
・水泳帽をかぶること。 
・幼児には保護者が同伴すること。 
　保護者の同伴がなければ、幼児は入場できま 
　せん。 
・土足では入らないこと。 
 （必要な人は、上履きを用意してください。） 
・プールサイドを走らないこと。 
・その他、プール使用について
は監視員の指示に従うこと。 
問い合わせ 
　役場まちづくり課管理係 
　　　　　　　985－4156

・
・ 

7月1日 プール開き 7月1日 プール開き 

（　　　　　　　　　　　　　　 ） 
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